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衆
議
院
議
員
柿
澤
未
途
君
提
出
「
裏
下
り
」
の
有
無
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
水
面
下
で
再
就
職
あ
っ
せ
ん
が
な
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
裏
下
り
」
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
各
府
省

職
員
に
よ
る
再
就
職
あ
っ
せ
ん
に
該
当
す
る
事
例
は
、
現
時
点
で
は
把
握
し
て
い
な
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

現
行
の
国
家
公
務
員
法
に
お
い
て
は
、
再
就
職
等
規
制
の
監
視
機
能
は
再
就
職
等
監
視
委
員
会
が
担
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
が
、
来
年
の
通
常
国
会
に
、
同
委
員
会
を
廃
止
し
て
監
視
機
能
を
強
化
し
た
新
た
な
監
視
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
等
を
内

容
と
す
る
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
仙
谷
内
閣
官
房
長
官
の
答
弁
は
、
昨
年
十
一
月
の
「
日
本
損
害
保
険
協
会
の
副
会
長
人
事
」
が
国
民
の
疑
念
を

招
い
た
と
の
趣
旨
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
昨
年
十
月
の
「
日
本
郵
政
の
社
長
人
事
」
に
つ
い
て
は
、
株
主
で
あ
る
政
府
が
、
齋
藤
次
郎
氏
を
日
本
郵
政
株
式

一



会
社
の
取
締
役
と
し
て
適
任
で
あ
る
と
考
え
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
百
四
条
の
規
定
に
基
づ
き

株
主
総
会
に
議
案
を
提
出
し
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
選
任
し
た
上
で
、
同
社
取
締
役
会
が
同
氏
を
代
表
執
行
役
社
長
に

選
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
問
題
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
昨
年
十
一
月
の
「
日
本
損
害
保
険
協
会
の
副
会
長
人
事
」
に

つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
内
閣
衆
質
一
七
三
第
七
三
号
）
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
で
あ
る
。

六
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て

総
務
省
に
お
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
、
認
可
法
人
、
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
民
間
法
人
、
国
立

大
学
法
人
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
特
例
民
法
法
人
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
現
在

で
各
府
省
が
所
管
し
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
現
在
で
国
家
公
務
員
出
身
者
が
役
員
又
は
職
員
等
に
在
職
す
る
も
の
に

限
り
、
公
益
社
団
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
に
移
行
し
た
法
人
を
含
む
。
）
を
対
象
と

し
て
、
こ
れ
ら
の
法
人
の
長
、
次
長
、
専
務
役
員
、
常
務
役
員
及
び
監
査
役
員
の
い
ず
れ
か
の
地
位
に
平
成
二
十
二
年
四
月

一
日
時
点
で
同
一
府
省
退
職
者
が
三
代
連
続
し
て
就
い
て
い
る
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
法
人
名
、
当
該
法
人
に
お
け
る
地

位
、
就
任
年
月
日
、
府
省
庁
又
は
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
（
平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
一
日
以
降
に
離

二



職
し
た
者
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
有
無
、
当
該
法
人
に
対
す
る
行
政
上
の
権
限
、
当
該
法
人
へ
の
国
か
ら
の
金
銭
交

付
額
等
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
現
在
取
り
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
国
家
公
務
員
出
身
者
の
再
就
職
に
関
す

る
状
況
を
国
民
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
を
も
っ
て
必
ず
し
も
「
特
定
の
国
家
公
務

員
の
再
就
職
が
「
裏
下
り
」
で
あ
っ
た
こ
と
」
が
判
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

三


